
 

 

 

 

 

 

       ドライバー教育ツール 

「PART６」の配付について 

 

 

このたび、運行管理者の皆さまの日々のドライバー教育や安全指導に

お役立ていただけるよう、ドライバー教育ツール「PART６」を発刊し

ました。朝礼や点呼時の短時間での教育や、定期的なドライバー教育な

ど、現場ですぐに活用できる内容となっております。 

日々の小さな積み重ねが大きな事故防止につながりますので、ぜひ皆

さまの職場でご活用いただき、ドライバーの安全意識向上やコミュニケ

ーションのきっかけとしてお役立てください。 

 

 

 

助成金制度開始             申請受付が始まります 

貨物自動車運送事業安全性評価事業（G マーク）の申

請受付が、今年も 7 月 1 日より開始されます。新規・

更新申請をご予定の事業所様は、早めの準備、確認を

お願いいたします。 

 

 

7 月 1 日（水）～7 月 14 日（火） 

 

 

⇩申請案内や各種様式等ご確認いただけます⇩ 

滋賀県トラック協会 HＰ内の適正化事業ページ 

 ➡適正化事業関連情報「G マーク」 

運行管理者の 

ための 

オンラインで受講できる「ｅナスバ」の受講料を 

全額助成する制度を開始しました。 

 

・基礎講習（e ナスバ）受講料 全額 

・一般講習（e ナスバ）受講料 全額 

※テキスト配送料は会員事業者のご負担となります 

 

滋賀県内事業所に勤務する運行管理者等 

 

令和 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 10 日［必着］ 

 

詳細は協会ホームページ「助成金」をご覧ください。 

e ナスバ G マーク     

助成内容 

対 象 

申請期間 

申請受付期間 

滋賀県トラック協会 適正化直通（０７７－５１６－８４１１） 


